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▼お問い合わせは、役場民生課生活環境係（０１３７２－７－５２９０）へ。

燃え殻、廃油、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、
ガラスくず、コンクリートくず、陶器くず　など

すべての事業活動
に伴うもの

産業廃棄物 建設業から生じる紙くず・木くず・繊維くず、紙製造業・
新聞業から生じる紙くず、木材・木製品製造業から生じる
木くず　など

特定の事業活動に
伴うもの

上記（産業廃棄物）以外の事業系ゴミ事業系一般廃棄物

　会社やお店など各種事業活動から出るゴミは「事業系ゴミ」といい「廃棄物の処理および清掃に関す
る法律」と町条例により、事業者はすべての事業系ゴミを「自らの責任で適正に処理すること」が義務
付けられています。この事業系ゴミはゴミの種類や事業活動により「産業廃棄物」「事業系一般廃棄物」に
区別されます。
　事業系ゴミを処理する際は自ら処理施設に持ち込むか、産業廃棄物であれば道の許可を受けた収集運
搬業者、事業系一般廃棄物であれば町の許可を受けた収集運搬業者に処理を依頼してください。
※処理施設や許可業者は、役場民生課生活環境係にお問い合わせください。

ゴミの減量・分別に

ご協力を！ 事業所から出るゴミはゴミステーションに出せません

（
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告
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鹿部町内不法投棄等監視パトロール実施中 !!
～不法投棄は絶対にしないようにしましょう～

不法投棄をすると５年以下の拘禁刑か１千万円以下の罰金を科せられます(併科の場合あり)。

混ぜればゴミ！分ければ資源！地球温暖化に
よる環境への負担などを減らすため、ゴミの
分別・減量にご協力をお願いします。

【10月のゴミ回収量（一般ゴミ）】
　全体　72．67ｔ
　　　　（昨年度同月回収量76．90ｔ 約5．5％減）
　内訳　焼却処分　　57．29ｔ
　　　　リサイクル　  9．95ｔ
　　　　埋立処分　　  5．43ｔ
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※「環」＝囲む

「環駒ヶ岳だより」とは？？
　私たちの願いは一つ。「地域の皆様と想いを一つに、“かんこま”を盛り上げていくこと」です。
　そこで、この「環駒ヶ岳だより」では、皆様に“かんこま”をより身近に感じ、興味をもっていただ
くため、地域の話題やイベント情報をお届けします。
　さらに！地域の皆様だからこそ知っている“かんこま”の魅力を教えていただくため、皆様にご参加
いただける様々な企画も実施していきますので、ぜひご参加ください！！

〇かんこま公式ツールもぜひご確認ください〇

　はじめまして！私たちは、「環駒ヶ岳広域観光協議会」です。
　北海道駒ヶ岳を囲む七飯町・森町・鹿部町の３町が、観光を盛り上げたい！という一心で手を取
り合い、この‶環駒ヶ岳"、略称「かんこま」の尽きることのない魅力を発信しています。

応募はこちらから＞＞＞

第１弾の企画は・・・
“あなたと駒ヶ岳、どんな物語がありますか” 
　駒ヶ岳エピソード募集
いつも私たちの暮らしのそばにある駒ヶ岳。あなたにとって、駒ヶ岳はどんな存在ですか？

　〇子どもの頃、遠足で登った思い出
　〇ドライブ中に見た、夕日に染まる駒ヶ岳の感動的な風景
　〇駒ヶ岳の麓で出会った、忘れられない味や人

など、駒ヶ岳にまつわる心温まるエピソードや、ちょっとした思い出話を募集します。お寄せいた
だいたエピソードは、今後の「環駒ヶ岳だより」やウェブサイトでご紹介させていただくほか、今
後の私たちの取り組みの参考にさせていただきます！

【お問い合わせ】
環駒ヶ岳広域観光協議会
鹿部町役場食と観光課
TEL：０１３７２－７－５２９３
MAIL：kankoh@town.shikabe.hokkaido.jp


